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寄附⾦に関する税制上の優遇措置

寄附の⼿続きについて

お問い合わせ先

（１）寄附者が個⼈様の場合
 「所得控除」の適⽤が受けられます。個⼈所得に応じた税率によって、
 以下のとおり控除額が決定します。

【a寄附⾦額−2,000円】×（所得に応じた）税率＝控除額

（２）寄附者が法⼈・団体様の場合
 本学は、財務⼤⾂から指定寄附⾦（法⼈税法第37条３項第２号）の
 指定を受けていますので、寄附⾦の全額を事業年度の損⾦に算⼊する
 ことができます。

累計で10万円以上累計で10万円以上

累計で50万円以上累計で50万円以上

累計で100万円以上累計で100万円以上

寄附者の⽅へのお礼について

※愛教ちゃん・エディのぬいぐるみについては、無くなり次第別の品をご⽤意させていただきます。

https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/kikin/fuzoku.html

